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高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの定期接種のリーフレットについて 

 

今般、厚生労働省より別添リーフレットについて、本会に対し、周知方依頼がありました。 

本リーフレットは、肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。以下同じ。）に係る定期の予

防接種について、65歳以上の対象者を「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は 100

歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする特例が本年３月 31

日で終了することに伴い、新たに作成されたものです。 

本年４月１日以降の対象者は、肺炎球菌感染症にかかっている者又はかかったことのある者並び

に肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種を受けたことのある者を除き、「65 歳の者」、「60 歳以上

65 歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限

される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど

不可能な程度の障害を有する者」となります。 

なお、以下の特別の事情があることにより肺炎球菌感染症に係る定期の予防接種をやむを得ず受

けることができなかったと認められるものについても、当該特別の事情がなくなった日から起算し

て１年を経過する日までの間、対象者となります。 

 

➢ 「重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な

疾病」、「白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトー

デス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な

疾病」、又は、「これらに準ずると認められるもの」にかかったこと 

➢ 臓器の移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと 

➢ 医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの 

➢ 災害、肺炎球菌感染症に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこ

と 

 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、郡市区医師会、関係医療機関

等に対する周知方、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

 

厚生労働省 HP 肺炎球菌感染症（高齢者）： 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou

/haienkyukin/index_1.html  
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